令和７年度補正「地域農業構造転換支援事業」要望調書

地区（大字）名：　　　　　　　

経営体名：　　　　　　　　　　　　　　　

代表者名：　　　　　　　　　　　　

住 　　　 所：日野町　　　　　　　　　　番地　　　　　　　　　　　　

代表者連絡先：（電話）　　　　　　　　（携帯）　　　　　　　　　　　　　　　

１．経営体の経営概要〔令和７年１２月２２日時点〕
　・経営農地面積：合計　　　　　　ha　※経営体自身の名前で耕作・経営する面積
　　　　　　うち：水稲　　　　　　　　ha　うち小麦：　　　　　　　　ha
　　　　　　うち：大豆　　　　　　　　ha　うち（　　　 ）：　　　　　ha
うち（　　　 ）：　　　　　ha　うち（　　　 ）：　　　　　ha
・賃借権の設定：　あり　・　なし　
２．予定されている成果目標や現行の取り組みについて
下記表の必須選択目標※について、１つ選択してください。選択された目標や現状での取組について、別添算出資料を参考にしながら今年度を含む3ヵ年の目標数値の設定と、ポイント算出をお願いします。①～⑤は現行取り組みに該当するものに〇をつけてください。
	項目
	前年値
（R７年度）
	1年度目
	2年度目
	3年度目

	
	
	（R７年度）
	（R８年度）
	（R９年度）

	必須選択目標（※から１つ）
	※
	実施地区の経営面積（ha）
※現状経営面積の３割以上の拡大又は４ha以上増加
	
	
	
	

	
	※
	付加価値額の拡大
（D＝A-B+C（円））
※現状より1割以上拡大で設定可能A収入総額
B費用総額
C人件費総額

	
	
	
	


	
	※
	労働生産性
（F＝D/E×100(%））
※現状より3％以上拡大で設定可能D付加価値額
E総労働時間




	
	
	
	

	現行該当するものに〇

	①経営管理の高度化
ア　GLOBALG.A.P.又はASIAGAPの認証を取得している。
イ　青色申告を行っている。
ウ　農業版事業継続計画（BCP）を策定（農林水産省が公表している自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト「事業継続編」により策定した簡易版等を含む。）している。

	
	②環境配慮の取組現行該当するものに〇

環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けている。

	
	③輸出の取組
ア　輸出事業計画の認定を受けている、又は認定を受けた輸出事業計画に連携者として位置付けられている。
イ　フラッグシップ輸出産地に参画している。

	
	④女性の取組
ア　女性農業者（自らが農業経営を行っている又は部門間で区分経理を行っている場合に当該部門の責任者である者に限る。）
イ　代表者が女性である若しくは役員若しくは構成員のうち女性が過半を占める法人又は任意組織
ウ　法人又は任意組織であって、部門間で区分経理を行っており、女性が当該部門の責任者であるもの

	
	⑤労働環境の改善
ア　労働保険（労働者災害補償保険・雇用保険）に加入している。
イ　社会保険（厚生年金保険・健康保険）に加入している。
ウ　労働時間、休憩及び休日について他産業と同等の労働環境を整備している。


注意事項…現状値、成果目標については、客観的根拠をお示しいただきます。

３．現在、所有されている機械施設等
　　・トラクター（　　　　　馬力）年式：　　年　補助名：　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　今回、処分の有無：　　有　　　　　無
　　・乗用田植機（　　　　　条植）年式：　　年　補助名：　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　今回、処分の有無：　　有　　　　　無
　　・コンバイン（　　　　　条刈）年式：　　年　補助名：　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　今回、処分の有無：　　有　　　　　無
　　・その他（　　　　　　　）年式：　　年　補助名：　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　今回、処分の有無：　　有　　　　　無
[bookmark: _GoBack]
４．今回、要望される機械施設等（上記の成果目標の達成に直結することが必要です）
・トラクター（　　　　　馬力）　・乗用田植機（　　　　　条植）
・コンバイン（　　　　　条刈）　・その他（　　　　　　　）
・その他（　　　　　　　）　・その他（　　　　　　　）
※事業費の確認資料として見積書の写し、カタログ等を添付してください。
※機械の単純更新は対象外です。滋賀県の利用規模下限面積の目安一覧表に基づき、耕作面積に対しての機械能力が整理されており、対応していることが求められます。

５．事業費（総額）
　　　　　　　　　　　　　　　　円（消費税込み）助成額　　　　　　円
※別添資料　助成対象者の消費税の取扱いチェックリストの課税・非課税の別により助成額等の計算方法が異なりますのでご注意ください。
